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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年２月２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 旅客負傷 

発生日時 平成２２年４月３０日（金） １７時０５分ごろ 

発生場所 香川県土 庄
とのしょう

町家浦
いえうら

港 

 家浦港中央一文字防波堤西灯台から真方位１８０°３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２９.３′ 東経１３４°０３.６′） 

事故調査の経過  平成２２年６月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

旅客船 まりんあすかⅡ、１５トン 

 ２９３-２４４０３香川、株式会社豊島
てしま

フェリー 

 １１.８１ｍ（Lr）×３.７９ｍ×１.６６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５６６kＷ、平成３年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６０年６月７日 

  免許証交付日 平成１７年５月２４日 

         （平成２２年６月６日まで有効） 

補助者 女性 ４５歳 

旅客Ａ 女性 ５７歳 

 死傷者等 負傷 １人（旅客Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、家浦港で桟橋に係留して出港準備中、船長が、客室通路の床面

に設けられた機関室出入口ハッチを開放して機関室内で作業を行ってい

た。 

 旅客Ａは、乗船する旅客を迎えるために桟橋にいた補助者に対して乗船

の可否を尋ね、乗船してよいとの返事を受けたので、乗船して客室内に入

ったが、客室は照明灯が点灯されていなかった。 

 旅客Ａは、客室内の構造に不案内であったものの、座席に向けて通路を

歩行していたところ、平成２２年４月３０日１７時０５分ごろ、機関室出

入口ハッチから約１ｍ転落して顔面を強打し、上前歯折損、下顎裂傷及び

腰部打撲傷を負った。 

 旅客Ａは、本船で高松港に到着し、救急車で最寄りの病院に搬送され、

手当を受けた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２ 

海象：海上 平穏 
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 その他の事項  機関室出入口ハッチは、１辺の長さ約４５㎝の正方形状であった。 

 船長は、自らが機関室内での作業を行うに当たり、乗船する旅客を迎え

るために桟橋にいた補助者に対し、同作業を行うことを伝えておらず、ま

た、桟橋及び乗船口等に旅客の乗船を禁止する旨を伝えていなかった。 

 補助者は、船長の許可を得ることなく、旅客Ａに対して乗船を許可し

た。 

 本船は、船体が大きく動揺していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、家浦港で桟橋に係留中、客室通路の床

面に設けられた機関室出入口ハッチが開放された

状態であったことから、旅客Ａが、このことに気

付かずに客室通路を歩行し、同ハッチから機関室

内に転落して負傷したものと考えられる。 

 客室内は、歩行に支障が生じるほどの動揺はな

かったものの、照明灯が点灯されてなく、暗い状

態であったものと考えられる。 

 船長は、機関室内での作業を行うに当たり、補

助者に対し、旅客の乗船を禁止する旨を伝えてい

れば、補助者が旅客Ａの乗船を許可せず、本事故

の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が家浦港で桟橋に係留中、客室通路の床面に設けられた

機関室出入口ハッチが開放された状態であったため、旅客Ａが、このこと

に気付かずに客室通路を歩行し、同ハッチから機関室内に転落したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・船長は、作業により旅客を乗船させることができない場合、関係者に

その旨を周知するとともに、必要に応じて乗船不可の掲示を行うこ

と。 

 ・船長の許可なくして旅客等の部外者を船内に立ち入らせないこと。 

 




